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「土」をテーマに、瓦と左官の技術者のお二人に講演いただきました。服部氏からは、瓦屋根の雨漏りにつ

いて、プロの調査手順、間違った施工方法などを解説いただきました。松木氏からは、土壁の伝統工法から遊

具やワークショップなどによる土への親しみづくりまで幅広い取り組みを紹介いただきました。会場との意

見交換の際には、瓦屋の方から製造面に関して補足解説がある場面もあり、活発な意見交換が行われました。 

R1.９.26(木) 内 容 参加者 

14：00～ 

17：00 

①幸せになれる「瓦屋根」とのお付き合い～既存屋根のチェックポイントを知ろう～ 

講師：服部竜大氏（(有)山三瓦工業代表取締役、瓦屋根診断技士） 

②日本壁を未来へと繋ぐ 

講師：松木憲司氏（蒼築舎(株)代表取締役、現代の名工） 

③意見交換 コーディネーター：小栗宏次（愛知登文会会長） 

33名 
(講師・事務

局含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「文化財の活用」をテーマに、文化財行政と不動産信託の分野から講演いただきました。村上氏からは、文化

財の活用（観光）を推進する近年の文化財行政の流れについて、これからは周辺の環境や生活文化を含めて地域

資産を広く捉えることが大事になるとお話しいただきました。桐生氏からは、文化財の保存活用にあたる資金

調達について、行政や篤志家からの補助金・寄付金に頼らない持続力のある手法をご説明いただきました。 

R1.12.16(月) 内 容 参加者 

14：00～ 

17：00 

①これからの文化財を生かしたまちづくり 

講師：村上佳代氏（文化庁 地域文化創生本部事務局 文化財調査官） 

②事例  不動産信託による古民家再生・利活用の資金調達 

講師：桐生幸之介氏（きりう不動産信託(株)代表取締役） 

③意見交換 コーディネーター：小栗宏次（愛知登文会会長） 

35名 
(講師・事務

局含む） 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 「建築素材「土」（瓦・左官技術）」 

１ 事業実施報告「登録文化財保存活用シンポジウム」（2019年度） 

▲服部氏による瓦の解説 ▲松木氏による土壁の解説 ▲意見交換の様子 

第２回 「文化財の活用」 

▲村上氏による文化財行政の解説 ▲桐生氏による不動産信託の解説 ▲意見交換の様子 
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「文化財の保存・維持」をテーマに、建築の専門家お二人に講演いただきました。石川氏からは、明治村が

行う“移築保存”について、現在進行中の宇治山田郵便局舎（重要文化財）の保存修理工事を例に解説してい

ただきました。魚津氏からは、文化財に関わる施工事例や、修理に係る調査の流れをご紹介いただくととも

に、現代の建築業界における伝統系大工（宮大工）の位置付けや専門性についてお話いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年６月に全国登文会が設立され１年が経過しようとしています。2020年６月に大阪で全国フェス

タ並びに全国登文会総会を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止となりまし

た。令和元年度は３回の正副理事長会議（理事長：大阪登文会、副理事長：京都登文会、愛知登文会、東京登

文会）が開催されました。2019年11月８日、常滑の INAXライブミュージアムにて愛知登文会の後藤理

事のお世話により第１回会議が開催されました。2020年２月4日、京都登文会の塚本会長のお世話で京都

大山崎山荘生々居にて第２回会議が開催されました。そして2020年4月4日、東京登文会渡辺事務局長

のお世話にて東京日本橋で第３回会議を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス対策としてZoomによ

るビデオ会議にて実施しました。 

正副理事長会議の議題は以下のような内容です。①全国登文会の会費について、②全国フェスタの準備、③

所有者の会設立支援について、④助成金等への応募について、⑤ロゴマークの作成について、⑥HPの開設に

ついて、⑦総会準備、⑧その他。③の所有者の会の設立支援では、京都登文会塚本会長の支援のもと、滋賀県

に所有者の会が設立する事となりました。愛知登文会も、近隣の岐阜県及び静岡県に所有者の会ができるよ

う支援して行きたいと思います。④の助成金への応募については、昨年度、大成建設自然・歴史環境基金への

応募を行いましたが残念ながら不採択でした。今年度は、４月にサントリー財団への申請を行いました。⑥の

HPの開設は、６月に予定していた総会で公開する予定でしたが、HPだけでも公開できるように準備を進め

ています。 

新型コロナウィルス拡散が早

く終結し、全国フェスタ開催がで

きる日が一日でも早く来ること

を祈念しています。 

 

 

  

R２.２.21(金) 内 容 参加者 

14：00～ 

17：00 

①保存修理と維持管理－博物館明治村において 

講師：石川 新太郎氏（博物館明治村 建築専門課長 文化財建造物保存修理主任技術者） 

②文化財修理のポイント 

講師：魚津忠弘氏（(株)魚津社寺工務店 代表取締役社長） 

③意見交換 

コーディネーター：天野啓介（愛知登文会副会長） 

40名 
(講師・事務

局含む） 

第3回 「文化財建造物の保存修理と維持管理」 

▲石川氏による明治村の活動紹介 ▲魚津氏による文化財修理の解説 ▲意見交換の様子 

２ 愛知登文会便り 

国登録有形文化財全国所有者の会（全国登文会）活動報告   愛知登文会会長 小栗宏次 

常滑 INAXライブミュージアム 
での正副理事長会議の様子 ▶ 
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昨年度からの継続事業として、様々な種類の登録有形文化財の魅力を多くの方に知ってもらうために愛知

県内の登録有形文化財を紹介する冊子を作成しました。 

 

 

 

「ものづくり編」に続く第２弾は、「まなびや編」として、学校をテー

マに13件＋１群の文化財を取り上げました。「小・中学校」「高校」「大

学」「門柱」の４つに分けて紹介しています。各学校のご協力のもと、建

築史家の村瀬氏に全面協力いただき、学校建築の変遷から各校の特徴まで

をわかりやすくまとめました。今回は、中でも特色のある学校や地域につ

いて深堀した特集ページも充実しています。ぜひ、ご自身の思い出と重ね

ながら、明治期より今に続く学び舎での営みに思いを馳せてみてください。 

この冊子は会員の皆様に配布したほか、愛知、岐阜、三重、静岡、東京、

大阪、京都の各図書館に寄贈させていただいています。ぜひお手にとって

ご覧ください。また、内容は当会ホームページでも公開中です。 

令和２年度は、「宗教施設」をテーマに、神社、寺院、教会などを取り上

げる予定です。次回もご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コ 
ラ ム 

 
木造建物の健康診断に向けて                       愛知登文会理事 筧清澄 

昨年の夏、建物の健康診断についてセミナーにご登壇頂い

た名古屋大学の山崎真理子さんにご協力頂き木造建物の健康

診断を実施しました。今回のコラムでは本題に入る前に、登

録文化財に限らず木造建物の抱える問題についてお話ししよ

うと思います。 

住宅など木造建物の技術は日進月歩で、日々新しい技術が

導入されて目まぐるしく変化しています。しかし、実際にそ

れらを設計者の立場で見ると、この最新の技術で建てられた

住宅がこれから 100 年の風雪に耐えうるかといえば難しいと

考えています。 

例えば柱と梁を固定する金物ですが、木材と金属の相性は

良いとはいえず、金属の周りは結露が発生しやすいため一番

劣化しやすい部分になります。金物で補強することが主流の

現在の住宅づくりは、強度が必要な部分から劣化が始まりま

す。 

そうした部分を保護する気密シートも石油製品なので最初

は良くてもいずれは劣化するでしょうから、柱や梁が壁の中

に隠されて見えない現代の家は劣化が進行していても気付け

ません。長い目で見ると、昔ながらの作り方が一番長持ちし

ていることに気づいている方もいらっしゃるのではないでし

ょうか。 

次に多くの方が専門家だと思っている大工さんや建築士

も、木材の加工を工場で行う分業化が進んだことで、多くの

大工さんは組み立て専門で木材の知識は持ち合わせていませ

ん。同じように建築士も、これまで国の施策で鉄筋コンクリ

ートや鉄骨で都市化を進めるよう建築教育を受けてきたた

め、木について知識のある建築士は少ないのが現状で、木に

ついて知らない専門家が木造建物に携わっています。これが

木造建物の抱えている大きな問題です。 

また、木材は見た目からはその強度を判断することが出来

ません。これはどんな達人が見ても外観から内部の弱点は見

えないからです。 

私も前記した建築教育を受けた一人で、登録文化財になっ

た自宅をどのように維持管理していくかを考えた時、いかに

建物の状態を「見える」ように出来るかは大きなテーマでし

た。実はこの木造建物の健康診断は、私たち木造建物の所有

者にとって今後の維持管理や修繕箇所の予測、改修時にガイ

ドラインとして活用できる「コンディションを見える化」でき

る方法なのです。 

▲名古屋大学による調査 

３ 事業実施報告「登録有形文化財魅力紹介冊子」（2019年度） 

「あいちのたてもの まなびや編」 

▲あいちのたてもの まなびや編 
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編集後記 

 

 
 
令和元年12月3日、愛知登文会会員と関係者の合計15名は滋賀県の高島市と長浜市へ視察に向かった。行きの

車中にて見事な七色の虹に歓迎され、参加者は気分上々。その素晴らしい虹をくぐり抜けて私たちは滋賀県入りした。 

視察１．きのもと交流館 旧滋賀銀行木之本支店を改築した施設。地域の人々や

木之本を訪れる人達との交流を図り、まちの活性化の為に情報発信基地として

活躍する。建物見学後、町を散策。 

視察２．高島びれっじ 高島商工会の石田氏より「高島びれっじ」によるまちの

再生について説明をお聞きした後、現地を視察。勝野地区の一角で油商を営ん

でいた築150年の旧商家を商工会の有志が手づくりで改修。歴史に思いを馳

せながら散策したり、食事や体験、買い物を楽しむことができる。 

視察３．ヴォーリズ通り 今津ヴォーリズ資料館（大正 12（1923）年築）、

日本基督教団今津教会会堂（昭和９(1934)年築）、旧今津郵便局（昭和９

(1934)年築）という三つのヴォーリズ建築が立ち並ぶストリート。各建物の

内部を見学し、活用されている方々の話を伺う。 

視察４．長浜旧開智学校 

滋賀県最初の小学校。明治7（1874）年に校舎を新築し、昭和12（1937）

年に現在地へ移築。平成12（2000）年に改修し、現在は地元の会議室や展示

場に利用。木造3階建、八角塔屋付の擬洋風建築。 

今回の研修は移動中までも虹に見守られていた。虹が様々な色から成り立つよ

うに、歴史的建造物の保存活用法にも個々の色がありそれらが集まって大きな虹

の架け橋が出来上がるのではと思った。様々な団体と交流・協力し、文化財が活

きる未来への懸け橋を皆でつくっていけるようにと祈る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v o l .7 
県内の登録文化財の活用事例紹介 

未来へ届け！虹色の文化財たち        あいちヘリテージマネージャー 山田美紀子 

4 県外視察報告―愛知登文会独自事業（2019年度） 
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令和元年度は、「あいちのたてもの博覧会」の開催、「あい
たてカード」「あいちのたてもの」の発行等、“愛知”を推し
出して取り組んできました。また、前年度のシンポジウムを
きっかけとして建物診断を実施したり、県外視察や全国登文
会の活動で交流の輪を広げたり、盛りだくさんの一年となり
ました。 
令和２年度も文化庁より補助金をいただけることになり、

精力的に活動してきたい考えですが、流行中の新型コロナウ
イルスの発生状況に合わせ、柔軟に対応してまいります。 
令和２年度総会は、規模を縮小して開催予定です。ご理解

をよろしくお願いいたします。 

▲高島びれっじ２号館前にて記念撮影 

▲長浜旧開智学校 

尾関家住宅主屋、土蔵（犬山市）                   尾関立志 

当家は愛知県犬山市の丸山地区にある犬山焼の窯元です、天保十三

年の大火の後に現在の場所へ建てられたと伝えられています。 

登録文化財に登録されたのは平成十一年と割りと制度の初期であっ

たのですが、当時は祖父・祖母の生活の場でしたので、登録文化財と

しての活用は平成二十四年頃だったと思います。 

平成二十五年に雨漏りのため傷んでいた六畳間と仏間奥の物置など

の応急修理をおこないました、その時に物置から見つかった文書の中

に陶器窯、瓦窯の焼成許可鑑札などの、窯元としての尾関家の歴史を

物語る資料がありましたので、見学会などの折に公開しております。

尤も当家は基本年中無休ですので、資料などはご希望があればいつで

もご覧いただけます。 

絵付けの体験も主屋で行っていますが、今後は「ＴＡＢＩいますＣ

Ａ」などの体験を募集するサイトに登録して、より広く周知していた

だくことを考えています。体験を行っている８畳間は奥の座敷と合わ

せてギャラリーとして使用できる様に、スポットライトを設置してい

ます。五回程展示に使用していただきました、今のところ主屋の活用

はこの様なところです。 

次に土蔵についてですが、昨年の台風で軒の一部とその周りの漆喰

が剥がれ落ちてしまったのと、それ以前から一階の床板がかなり傷ん

でいましたので修理を行うことになっています。ですので活用につい

てはそれらが一段落してからと思っていますが、色々と柔軟に対応で

きればと思っております。 


